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茨城県被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例

健康で文化的な最低限度の生活を営むことは，全ての人に保障された権利である。

その理念に基づき，生活に困窮する者の保護について，県をはじめ，それらの者の保護

を行うべき実施機関や関係する医療機関，介護機関等は，様々な課題を十分認識し，それ

ぞれの責務や役割を自覚し，共に協力していくことが必要である。

ここに，保護を受ける者と住居や生活に関するサービスを提供する事業者との間におけ

る公正な取引ルールを定め，保護を受ける者に不当に不利となる事業活動を規制すること

により，保護を受ける者の生活の安定及び自立の助長を図ることを目指して，この条例を

制定する。

（目的）

第１条 この条例は，被保護者等住居・生活サービス等提供事業に対し必要な規制を行うこ

とにより，その事業を行う者の被保護者等の処遇についての不当な行為を防止し，もっ

て被保護者等の生活の安定及び自立の助長を図り，福祉の増進に寄与することを目的と

する。

（定義）

第２条 この条例において「被保護者等」とは，生活保護法（昭和25年法律第144号）第６

条第１項に規定する被保護者及び同条第２項に規定する要保護者であって同法第24条第

１項に規定する保護の開始の申請をしているものをいう。

２ この条例において「被保護者等住居・生活サービス等提供事業」とは，次に掲げる事業

（国又は地方公共団体が行う事業を除く。）をいう。ただし，法令によりその開始につき行

政庁の許可，認可，免許その他の処分又は行政庁への届出を要するものとされている事業，

法令によりその設置につき行政庁の許可，認可，免許その他の処分又は行政庁への届出を

要するものとされている施設に係る事業その他これらに類する事業を除く。

(1) ２人以上の被保護者等に対し，住宅又は宿泊所その他の居住の用に供する施設（以

下「住居等」という。）を提供するとともに，被服，寝具その他生活必需品，食事又は

洗濯，掃除その他役務の提供その他の日常生活上必要なサービスであって１月を超え

て継続的に提供されるもの（以下「生活サービス」という。）を提供し，又は生活保護

法の規定により保護として給与し，若しくは貸与される金銭若しくは当該金銭が払い

込まれる預金若しくは貯金の口座に係る預金通帳等（当該預金若しくは貯金の口座に

係る通帳若しくは引出用のカード又は当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込み

に必要な情報その他これらに類するものをいう。)（以下「金銭等」という。）の管理

を行うサービス（以下「金銭等管理サービス」という。）を提供する事業

(2) ２人以上の被保護者等に対し，住居等を提供するとともに，自己の指定する者に生

活サービス又は金銭等管理サービスを提供させる事業

(3) ２人以上の被保護者等に対し，生活サービス又は金銭等管理サービスを提供すると

ともに，自己の指定する者に住居等を提供させる事業
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(4) 前２号の指定を受け，これらの号に規定する生活サービス若しくは金銭等管理サー

ビス又は住居等を提供する事業

３ この条例において「住居等に関する契約」とは，被保護者等住居・生活サービス等提供

事業を行う者（以下「事業者」という。）と被保護者等との間で締結される被保護者等住

居・生活サービス等提供事業に係る契約であって，当該事業者が有償で住居等を提供す

ることを約するものをいう。

４ この条例において「生活サービスに関する契約」とは，事業者と被保護者等との間で締

結される被保護者等住居・生活サービス等提供事業に係る契約であって，当該事業者が

有償で生活サービスを提供することを約するものをいう。

５ この条例において「金銭等管理サービスに関する契約」とは，事業者と被保護者等との

間で締結される被保護者等住居・生活サービス等提供事業に係る契約であって，当該事

業者が金銭等管理サービスを提供することを約するものをいう。

（届出）

第３条 事業者（前条第２項第４号に規定する事業を行う者を除く。次項において同じ。)

は，被保護者等住居・生活サービス等提供事業を開始したときは，事業開始の日から１

月以内に，規則で定めるところにより，次に掲げる事項を知事に届け出なければならな

い。

(1) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，その代表者の氏名

(2) 事業の種別（住居等の提供又は生活サービスの提供若しくは金銭等管理サービスの

提供の別をいう。）

(3) 住居等を提供する事業者にあっては，当該住居等の建物の名称及び所在地

(4) 前３号に掲げるもののほか，規則で定める事項

(5) 前条第２項第２号及び第３号に掲げる事業に係る事業者にあっては，自己の指定す

る事業者についての前各号に掲げる事項

２ 前項の規定による届出をした事業者は，同項各号に掲げる事項に変更を生じたとき，又

はその事業を廃止し，若しくは休止したときは，その日から１月以内に，その旨を知事

に届け出なければならない。

（被保護者等住居・生活サービス等提供事業に係る契約の解除に係る規制）

第４条 事業者は，住居等に関する契約又は生活サービスに関する契約若しくは金銭等管

理サービスに関する契約の締結に際しては，次に掲げる事項の定めをしなければならな

い。

(1) 被保護者等が住居等に関する契約を解除する場合について，予告をしたときは，１

月以内で当該契約を解除することができること。

(2) 事業者が正当な事由があると認められる場合に住居等に関する契約又は生活サービ

スに関する契約若しくは金銭等管理サービスに関する契約を解除するときは，少なく

とも６月前にその予告をしなければならないこと。

(3) 被保護者等が生活サービスに関する契約又は金銭等管理サービスに関する契約の解

除の申入れをしたときは，直ちに当該申入れに係る契約を解除することができること。
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２ 事業者は，住居等に関する契約又は生活サービスに関する契約若しくは金銭等管理サ

ービスに関する契約の締結に際しては，次に掲げる事項の定めをしてはならない。

(1) 被保護者等が生活サービスに関する契約又は金銭等管理サービスに関する契約を解

除することを理由として，事業者が住居等に関する契約を解除すること。

(2) 被保護者等が住居等に関する契約又は生活サービスに関する契約若しくは金銭等管

理サービスに関する契約を解除した場合について，被保護者等が当該契約の解除に伴

う違約金を支払うこと。

（被保護者等住居・生活サービス等提供事業に係る契約締結前の重要事項の説明等）

第５条 事業者は，住居等に関する契約又は生活サービスに関する契約若しくは金銭等管

理サービスに関する契約を締結しようとするときは，当該契約を締結するまでに，その

相手方である被保護者等に対し，次の各号に掲げる契約の区分に応じ，当該各号に定め

る事項を明らかにし，当該契約の内容を説明する書面を交付して説明しなければならな

い。

(1) 住居等に関する契約 次に掲げる事項

ア 事業者の氏名又は名称及び住所

イ 住居等の提供期間

ウ 建物の名称及び所在地並びに居室の室番号及び床面積

エ 居室の賃料，共益費，管理費その他の住居等に関して被保護者等が支払うことと

なる金銭の額

オ 契約の解除に関する事項

(2) 生活サービスに関する契約 次に掲げる事項

ア 事業者の氏名又は名称及び住所

イ 生活サービスの提供期間

ウ 提供する生活サービスの内容及びその対価

エ 契約の解除に関する事項

(3) 金銭等管理サービスに関する契約 次に掲げる事項

ア 事業者の氏名又は名称及び住所

イ 金銭等管理サービスの提供期間

ウ 有償で提供する場合にあっては，その対価

エ 金銭等の管理の方法

オ 被保護者等への報告の方法及び時期

カ 契約の解除に関する事項

２ 事業者は，前項の説明をした者をして，同項の書面に署名又は記名押印をさせなけれ

ばならない。

（被保護者等住居・生活サービス等提供事業に係る契約締結時の書面の交付）

第６条 事業者は，住居等に関する契約又は生活サービスに関する契約若しくは金銭等管理

サービスに関する契約を締結したときは，遅滞なく，次に掲げる事項についてその契約

の内容を明らかにする書面を作成して署名し，又は記名押印し，その相手方である被保
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護者等に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち，重要なものとして

規則で定めるものを変更したときも，同様とする。

(1) 前条第１項各号に掲げる事項

(2) 契約年月日

（被保護者等に対する虐待の防止及び自立支援）

第７条 事業者は，被保護者等住居・生活サービス等提供事業を行うに当たっては，被保護

者等の権利利益を侵害することがないよう，被保護者等に対する身体的虐待（被保護者等

の身体に外傷が生じ，又は生じるおそれのある暴行を加えることをいう。），心理的虐待（被

保護者等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被保護者等に著しい心理的

外傷を与える言動を行うことをいう。），経済的虐待（被保護者等の財産を不当に処分する

ことその他当該被保護者等から不当に財産上の利益を得ることをいう。）その他の虐待の防

止に関する取組を推進しなければならない。

２ 事業者は，被保護者等住居・生活サービス等提供事業を行うに当たっては，被保護者等

の自立支援を促すため，県及び市町村が実施する自立支援に関する施策に協力するものと

する。

（報告の徴収及び立入検査等）

第８条 知事は，この条例の施行に必要な限度において，事業者に対し，必要と認める事項

の報告を求め，又はその職員に，事業者の事務所，住居等その他の施設に立ち入り，施設，

帳簿，書類等を検査させ，その他事業経営の状況を調査させることができる。

２ 前項の規定により立入検査その他事業経営の状況の調査をする職員は，その身分を示す

証明書を携帯し，関係人の請求があったときは，これを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

（事業の停止等）

第９条 知事は，第３条第１項の規定による届出をしない事業者が，被保護者等住居・生活

サービス等提供事業に関し不当に営利を図り，又は被保護者等の処遇につき不当の行為を

したときは，その事業者に対し，期限を定めて，被保護者等住居・生活サービス等提供事

業を行うことを制限し，又はその停止を命ずることができる。

２ 知事は，事業者が，第３条第２項若しくは第６条の規定に違反し，かつ，次に掲げる行

為をしたときは，その事業者に対し，期限を定めて，被保護者等住居・生活サービス等提

供事業を行うことを制限し，又はその停止を命ずることができる。

(1) 前条第１項の規定による報告の求めに応ぜず，若しくは虚偽の報告をし，同項の規定

による立入り，検査若しくは調査を拒み，妨げ，若しくは忌避したとき。

(2) 被保護者等住居・生活サービス等提供事業に関し不当に営利を図り，若しくは被保護

者等の処遇につき不当の行為をしたとき。

(勧告及び命令）

第10条 知事は，事業者が第４条，第５条若しくは第７条第１項の規定に違反したとき，

又は次に掲げる行為をした場合において，被保護者等の生活の安定及び自立の助長を害

するおそれがあると認めるときは，当該事業者に対し，住居等に関する契約又は生活サ
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ービスに関する契約若しくは金銭等管理サービスに関する契約の内容を説明する書面の

交付，虐待の防止に関する取組その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することがで

きる。

(1) 住居等に関する契約において，予告をしたときは，１月以内で当該契約を解除する

ことができる定めをし，かつ，被保護者等が当該定めに基づいて契約の解除の申入れ

をしたにもかかわらず，当該契約を解除しないこと。

(2) 正当な事由がなくて，又は６月前までに予告することなしに住居等に関する契約又

は生活サービスに関する契約若しくは金銭等管理サービスに関する契約を解除し，又

は契約の解除の申入れをすること。

(3) 被保護者等が生活サービスに関する契約又は金銭等管理サービスに関する契約の解

除の申入れをしたにもかかわらず，当該申入れに係る契約を解除しないこと。

(4) 被保護者等が生活サービスに関する契約又は金銭等管理サービスに関する契約を解

除したことを理由として，被保護者等に対し住居等の明渡しを求めること。

(5) 被保護者等が住居等に関する契約又は生活サービスに関する契約若しくは金銭等管

理サービスに関する契約を解除した場合について，被保護者等に当該契約の解除に伴

う違約金の支払を請求すること。

２ 知事は，前項の規定による勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは，その勧

告に従うべきことを命ずることができる。

（公表）

第11条 知事は，前条第２項の規定による命令を受けた事業者が正当な理由なく当該命令

に違反したときは，当該命令に違反した事業者の氏名又は名称，住所及び当該命令の内

容を公表することができる。

２ 知事は，前項の規定による公表をしようとするときは，当該公表に係る事業者に，あ

らかじめ，その旨を通知し，その事業者の出席を求め，釈明及び証拠の提出の機会を与

えるため，意見の聴取の手続を行わなければならない。

（保護の実施機関との連携）

第12条 知事は，事業者に関する情報その他の必要な情報を，生活保護法第19条第４項に

規定する保護の実施機関（以下「保護の実施機関」という。）に提供するものとする。

２ 知事は，事業者が第３条から第７条までの規定に違反する疑いがあるとき，又は第10

条第１項各号に掲げる行為をしたと認めるときは，保護の実施機関に対し，事業者に関

する情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。

３ 保護の実施機関は，事業者が第３条から第７条までの規定に違反する疑いがあると認

めるとき，又は第10条第１項各号に掲げる行為をしたと認めるときは，知事に対し，必

要な措置を講ずべきことを求めることができる。

（委任）

第13条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定め

る。

（罰則）
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第14条 第９条第１項又は第２項に規定する制限又は停止の命令に違反した者は，６月以下

の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

（両罰規定）

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人又

は人の業務に関し，前条の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，その法人又は

人に対しても同条の罰金刑を科する。

付 則

（施行期日）

１ この条例は，平成26年10月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に被保護者等住居・生活サービス等提供事業を行っている者に関

する第３条第１項の規定の適用については，同項中「事業開始の日から１月以内に」と

あるのは，「平成26年11月１日までに」とする。

３ 第４条から第６条までの規定は，この条例の施行前に締結された住居等に関する契約又

は生活サービスに関する契約若しくは金銭等管理サービスに関する契約については，適

用しない。


